
   愛媛大学総合情報メディアセンター分室規程 

 

                                                      平成１６年４月１日 

                                                      規則   １９２号 
 

(趣旨) 

第１条 この規程は，愛媛大学総合情報メディアセンター規則第１４条第２項の規定に基

づき，愛媛大学総合情報メディアセンター分室(以下「分室」という。)の組織及び運営

に関し，必要な事項を定めるものとする。 

(分室長) 

第２条 分室に分室長を置く。 

２ 分室長は，当該分室が所在する学部の愛媛大学総合情報メディアセンター運営委員会

委員(以下「運営委員会委員」という。)をもって充てる。 

３ 分室長の任期は，運営委員会委員として任命された期間とし，再任を妨げない。 

４ 分室長は，愛媛大学総合情報メディアセンター長の指示に従い，当該分室の業務を処

理する。 

(委員会) 

第３条 分室の円滑な運営を図るため，分室に分室の運営に関する委員会を置くことがで

きる。 

(雑則) 

第４条 この規程に定めるもののほか，分室に関する必要な事項は，分室長が定める。 

 

 

附 則 

 この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 


